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件  名 受理番号１４ 

希望する自治体が職員の定年を６５歳から７０歳まで引き上げることができる制

度を導入するよう国に意見書の提出を求める陳情 

所管部課名 総務部 人事課 

陳情の要旨 希望する自治体が職員の定年を６５歳から７０歳まで引き上げることができる制

度を導入するよう国に意見書の提出を求める。 
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内容及び経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 定年制度の状況 

令和３年６月に地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

が公布され、令和５年４月１日に施行されることに伴い、現行６０歳の定年が令

和５年４月以降、２年ごとに１歳ずつ引き上げられ、令和１３年４月に６５歳と

なる。 

足立区においても、令和４年第３回足立区議会定例会で条例改正案を提出し、

可決されたため、同様の形で定年の引上げが行われる。 

 

２ 制度改正の経過 

  今回の法改正は定年引上げのほか、役職定年制の導入など高齢期における多様

な勤務制度を改正する内容であったため、特別区人事・厚生事務組合で制度改正

について検討され、共通の基準により示された改正案を基に各区で改正の手続き

が行われている。 

 

【定年引上げ関連の法改正の経過】 

〇 令和２年３月１３日 第２０１回 通常国会 

国家公務員法等の一部を改正する法律案、地方公務員法の一部を改正する法律

案が国会に提出。 

〇 令和３年５月２０日 第２０４回 通常国会 

継続審議とされた地方公務員法の一部を改正する法律案について、施行期日を

令和５年４月１日に改めること等を内容とする修正の実施。 

〇 令和３年６月４日 第２０４回 通常国会 

国家公務員法等の一部を改正する法律案、地方公務員法の一部を改正する法律

案が可決、成立。 

 

【足立区の定年引上げ関連の条例改正の経過】 

〇 令和４年９月２０日 令和四年 第三回 足立区議会定例会 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行期日である令和５年４月１日に対応

するため「足立区職員の定年に関する条例の一部を改正する条例」ほか、関連条

例の一部を改正する条例８本を上程。 

〇 令和４年１０月１９日 第三回 定例会 

条例改正案可決。 

問題点等  
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